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情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど

市
税
の
休
日
納
税
相
談

　

平
日
の
納
税
相
談
が
困
難
な

方
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
１
月
29
日
㈰
、９
時
〜
16
時

問
合
せ
収
税
課
へ
内
線
１
０
７
４

文
化
財
防
火
訓
練

　

１
月
26
日
は
、文
化
財
防
火
デ

ー
で
す
。市
に
も
多
く
の
文
化
財

が
あ
り
、郷
土
の
歴
史
的
財
産
を

守
る
た
め
、防
火
訓
練
を
実
施
し

ま
す
。ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
１
月
21
日
㈯
、９
時
〜
10
時
30

分　

場
所
円
光
寺（
柏
原
）　

問
合

せ
社
会
教
育
課
へ
内
線
５
６
７
４

女
性
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

　

家
庭
内
の
も
め
ご
と
、結
婚
、離

婚
、相
続
、夫
や
恋
人
か
ら
の
暴
力
、

女
性
特
有
の
人
権
問
題
、近
隣
関

係
な
ど
で
お
困
り
の
方
の
相
談
を

女
性
の
人
権
擁
護
委
員
が
お
受
け

し
ま
す
。秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時
２
月
８
日
㈬
、10
時
〜
15
時

問
合
せ
市
民
相
談
室
へ
内
線
１
１

４
１

産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
の
無

料
相
談
会

日
時
２
月
15
日
㈬
、14
時
〜
16
時

内
容
専
門
家
に
よ
る
法
律
、税
務
、

経
営
、金
融
、労
働
な
ど
の
相
談　

対
象
市
内
商
工
業
者
と
市
内
在
住
・

在
勤
の
勤
労
者
、求
職
者　

申
込

み
２
月
８
日
㈬
ま
で
に
同
セ
ン
タ

ー
へ
☎
２
９
４
６
‐
７
６
４
３

確
定
申
告
な
ど
に
必
要
で
す

◆
成
人
用
お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
／
１
年
目
…
お
む
つ
代
の
領
収

書
と
医
師
の「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」の
添
付
が
必
要 

▼
２
年
目
以

降
…
要
介
護
認
定
者
で
当
該
年
に

作
成
さ
れ
た
主
治
医
意
見
書
の
内

容
か
ら
、お
む
つ
使
用
の
必
要
が

認
め
ら
れ
れ
ば
、「
お
む
つ
使
用
証

明
書
」に
代
わ
り
、市
の「
確
認
書
」

の
添
付
で
控
除
が
可
能

◆
高
齢
者
の
障
害
者
控
除
／
65
歳

以
上
の
方
で
、23
年
12
月
31
日
現

在
、要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方

は
、市
の
証
明
書
添
付
が
必
要（
身

体
障
害
者
手
帳
所
持
者
を
除
く
）

問
合
せ
介
護
保
険
課
へ
内
線
１
５

５
７

源
泉
徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
、

１
年
間
の
年
金
の
支
払
総
額
を
記

載
し
た「
源
泉
徴
収
票
」が
１
月
下

旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、確
定

申
告
の
際
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。ま
た
、紛
失
し
た
と
き
は
再
発

行
で
き
ま
す
の
で
、所
沢
年
金
事

務
所
か「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（
☎

０
５
７
０
‐
０
５
‐
１
１
６
５
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は

課
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
た

め
、送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
合
せ
保
険
年
金
課
内
線
１
０
５

５
か
同
年
金
事
務
所
へ
☎
２
９
９

８
‐
５
４
２
０

店
舗
・
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー

ム
工
事
費
の
一
部
を
補
助

要
件
市
内
在
住
で
、住
宅
な
ど
を

所
有
し
、次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方
▼
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い

な
い 

▼
店
舗
か
住
宅
の
改
修
工
事

に
係
る
他
の
補
助
を
受
け
て
い
な

い　

工
事
の
条
件
▼
屋
根
、外
壁
、

居
室
な
ど
の
改
修
で
、建
築
基
準

法
に
定
め
る
建
築
確
認
が
い
ら
な

い
簡
易
な
工
事 

▼
補
助
決
定
後
に

市
内
業
者
が
施
工
し
、24
年
３
月

31
日
ま
で
に
終
了
す
る 

▼
税
抜
き

工
事
費
が
20
万
円
以
上　

補
助
金

額
▼
住
宅
…
税
抜
き
工
事
費
の
１

０
０
分
の
５（
千
円
未
満
は
切
り

捨
て
）で
限
度
額
10
万
円 

▼
店
舗

…
税
抜
き
工
事
費
の
１
０
０
分
の

10（
千
円
未
満
は
切
り
捨
て
）で
限

度
額
30
万
円　

※
施
工
前
に
申
請

が
必
要
。審
査
あ
り
。予
算
が
な
く

な
り
次
第
、受
付
終
了　

問
合
せ

商
工
業
振
興
課
へ
内
線
２
５
５
２

高額医療・高額介護合算制度

　支給要件・支給額
　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員が1年間
（8月1日～翌年7月31日）に支払った医療費と介護保険サー
ビスの利用料を合算し、下表の自己負担限度額を超えた場
合、申請により、超えた額が高額介護合算療養費として支
給されます。ただし、後期高齢者医療費か介護保険の自己
負担額のいずれかが0円の場合は対象外となります。

※自己負担額には、食費・差額ベッド代などは含まれません

　支給申請手続きなど
　支給対象となる被保険者の方には、申請の案内を送付し
ますので、届いた方は高齢者支援課の窓口に申請してくだ
さい。なお、22年8月から23年7月の間に他市町村から転入
した方、ほかの医療保険から後期高齢者医療制度に移られ
た方には案内を送付できませんので、上記の支給要件を参
考に、対象となるか確認をお願いします。具体的な手続き
やご不明な点は、お問い合せください。

問合せ高齢者支援課へ内線1574

　世帯における医療・介護の自己負担限度額(年額)

所得区分
後期高齢者医療制度
＋介護保険

①現役並み所得者
（被保険者証の負担割合が3割の方） 67万円

②一 般　　（①、③、④以外の方） 56万円
③  低所得Ⅱ
（世帯員全員が市民税非課税の方） 31万円

④  低所得Ⅰ
（③のうち世帯員全員の所得が0円で、
年金収入が80万円以下の方）

19万円

　この制度は、医療と介護の両方のサービスを利用
している世帯の負担を軽減するための制度です。
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情
報
ガ
イ
ド　

□
市
政　

□
暮
ら
す　

□
教
育
・
子
育
て
・
キ
ッ
ズ　

□
学
ぶ
・
楽
し
む　

□
募
集　

□
官
公
庁
な
ど

石
油
ス
ト
ー
ブ
の
火
災
に
注
意

　

節
電
の
影
響
で
石
油
ス
ト
ー
ブ

の
使
用
が
増
え
て
い
る
た
め
、注

意
が
必
要
で
す
。取
扱
説
明
書
を

よ
く
読
み
、器
具
の
正
し
い
取
り

扱
い
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、使
用
す
る
と
き
は
次
の
こ

と
に
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
使
用
す
る
前
に
は
必
ず
、点
検
整

備
を
行
う 

▼
給
油
す
る
と
き
は
、

必
ず
火
を
消
し
、油
種
を
確
認
す
る 

▼
燃
料
給
油
後
は
、し
っ
か
り
と
ふ

た
が
閉
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る 

▼
洗
濯
物
を
ス
ト
ー
ブ
の
上

に
干
し
た
り
、近
く
で
乾
か
し
た
り

し
な
い 

▼
カ
ー
テ
ン
や
家
具
な
ど

の
燃
え
や
す
い
物
の
近
く
に
ス
ト

ー
ブ
を
置
か
な
い
▼
ス
ト
ー
ブ
の

近
く
に
ス
プ
レ
ー
缶
を
置
か
な
い

問
合
せ
予
防
課
へ
☎
２
９
５
３

‐
７
１
１
３

冬
の
エ
コ
ラ
イ
フ
Ｄ
Ａ
Ｙ
に

チ
ャ
レ
ン
ジ

　

毎
日
の
ち
ょ
っ
と
し
た
行
動

で
、地
球
温
暖
化
の
原
因
の
二
酸

化
炭
素
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。暖
房
な
ど
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

使
用
量
が
増
え
る
冬
、チ
ェ
ッ
ク

シ
ー
ト
を
使
っ
て
、エ
コ
ラ
イ
フ

Ｄ
Ａ
Ｙ
に
挑
戦
し
ま
し
ょ
う
。

配
布
場
所
環
境
課
、地
区
セ
ン
タ

ー
な
ど　

問
合
せ
環
境
課
へ
内
線

３
６
７
１

無
料
耐
震
診
断
・
リ
フ
ォ
ー

ム
相
談
会

日
時
３
月
18
日
㈰
、10
時
〜
16
時

場
所
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー　

対
象

２
階
建
て
以
下
の
木
造
戸
建
て
住

宅　

申
込
み
２
月
20
日
㈪
〜
３
月

16
日
㈮
に
建
築
確
認
図
面
か
各
階

平
面
図
を
持
っ
て
建
築
審
査
課
へ

内
線
２
１
７
７

中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛

金
の
補
助
制
度

　

こ
の
制
度
は
、退
職
金
制
度
を

持
つ
こ
と
が
困
難
な
中
小
企
業
が
、

相
互
共
済
と
国
の
援
助
で
退
職
金

の
支
払
い
を
可
能
に
す
る
た
め
の

国
の
制
度
で
す
。こ
の
共
済
に
加

入
し
、掛
け
金
を
納
付
し
て
い
る

事
業
主
の
方
に
、平
成
23
年
分
の

掛
け
金
の
一
部
を
市
が
補
助
し
ま

す
。な
お
、す
で
に
市
か
ら
36
か
月

の
補
助
を
受
け
た
従
業
員
の
掛
け

金
は
対
象
外
で
す
の
で
、ご
注
意

く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
２
月
８
日
㈬
〜
20
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）　

対
象
次

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主

▼
市
内
に
事
業
施
設
・
設
備
を
有

し
、申
請
時
に
操
業
し
て
い
る 

▼

常
時
雇
用
す
る
従
業
員
が
１
０
０

人
以
下（
卸
売
業
、小
売
業
、サ
ー

ビ
ス
業
を
主
と
し
た
事
業
の
場
合

は
20
人
以
下
） 

▼
市
税
を
滞
納
し

て
い
な
い　

補
助
範
囲
23
年
１
月

〜
12
月
の
納
付
し
た
掛
け
金
の
25

％
以
内
で
、従
業
員
一
人
当
た
り

４
千
円
を
限
度　

問
合
せ
商
工
業

振
興
課
へ
内
線
２
５
５
４

不
用
品
の
登
録
制
度

▽
は
有
料
、▼
は
無
料
、◇
は
応
相
談

譲
り
ま
す
▽
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト

▽
足
用
マ
ッ
サ
ー
ジ
器 

▽
電
子

ピ
ア
ノ 

▼
フ
ォ
ー
ク
ギ
タ
ー 

▼

籐と
う

製
つ
い
た
て（
折
り
畳
み
式
） 

▼
水
槽 

▼
剣
道
具
・
防
具
一
式 

▼

エ
レ
ク
ト
ー
ン 

▼
ミ
シ
ン 

◇
和

装
雑
貨 

◇
ブ
ラ
イ
ン
ド 

◇
ミ
シ

ン 

◇
ひ
な
人
形（
ケ
ー
ス
入
り
）

譲
っ
て
く
だ
さ
い
▼
シ
ン
グ
ル
ベ

ッ
ド 

▼
釣
り
道
具 

▼
折
り
畳
み

式
パ
イ
プ
ベ
ッ
ド（
シ
ン
グ
ル
） 

▼

こ
た
つ 

▼
剣
道
胴
着（
小
・
中
学
生

用
） 

▼
水
槽（
幅
60
㎝
） 

◇
カ
セ
ッ

ト
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー 

◇
工
業
用

ミ
シ
ン 

◇
ロ
ッ
ク
ミ
シ
ン（
卓
上

用
）　

※
利
用
は
市
内
在
住
の
20
歳

以
上
の
方
に
限
り
ま
す
。交
渉
は
本

人
同
士
で
行
い
、ト
ラ
ブ
ル
の
際
も

対
処
し
て
く
だ
さ
い　

問
合
せ
・
登

録
月
〜
土
曜
日
、９
時
〜
16
時（
祝

日
を
除
く
）に
不
用
品
登
録
専
用
電

話
へ
☎
２
９
５
４
‐
４
９
５
３

「
平
成
24
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐

活
動
調
査
」に
ご
協
力
を

　

日
本
の
全
産
業
分
野
に
お
け
る

事
業
所
と
企
業
の
経
済
活
動
状
況

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、調
査
を
実
施
し
ま
す
。対
象

と
な
る
事
業
所
・
企
業
に
は
、１

月
下
旬
に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の

で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

調
査
期
日
２
月
１
日
㈬　

対
象
民

営
の
事
業
所
と
企
業（
一
部
事
業

所
・
企
業
を
除
く
）　

問
合
せ
総
務

課
へ
内
線
３
５
３
４

市内の放射線量の測定結果

　東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、市内の空
間放射線量の測定を毎月実施しています。また、日常の放射
線量に対する相談を環境課でお受けしています。
■測定場所・測定方法
　市内を2㎞メッシュに区切り、その中心付近の比較的市
民が多く集まる代表的な公共施設15地点で、地表から5・
50・100㎝の高さで測定を実施しました。
■空間放射線量測定結果（測定日12月13日）

■測定値の評価
　年間換算値では、国際放射線防護委員会（ICRP）の平常
時の放射線量の限度（自然放射線量等を除く）、年間1ミリ
シーベルトをすべての地点で下回っていました。
問合せ環境課へ内線3681

測定場所
測定値

マイクロシーベルト／時
年間換算値

ミリシーベルト／年

5㎝ 50㎝ 100㎝ 5㎝ 50㎝ 100㎝
こども動物園 0.071 0.066 0.063 0.373 0.347 0.331
下奥富運動公園 0.085 0.088 0.085 0.447 0.463 0.447
新狭山地区センター 0.104 0.099 0.093 0.547 0.520 0.489
水富小学校 0.063 0.065 0.058 0.331 0.342 0.305
西中学校 0.065 0.062 0.059 0.342 0.326 0.310
中央中学校 0.097 0.099 0.089 0.510 0.520 0.468
寿荘 0.091 0.081 0.068 0.478 0.426 0.357
愛宕神社児童遊園地 0.091 0.090 0.086 0.478 0.473 0.452
笹井小学校 0.080 0.077 0.069 0.420 0.405 0.363
狭山稲荷山公園 0.073 0.068 0.068 0.384 0.357 0.357
富士見公民館 0.089 0.086 0.081 0.468 0.452 0.426
狭山台幼稚園 0.080 0.071 0.067 0.420 0.373 0.352
赤坂の森公園 0.076 0.076 0.071 0.399 0.399 0.373
南小学校 0.069 0.066 0.067 0.363 0.347 0.352
入曽運動広場 0.073 0.068 0.063 0.384 0.357 0.331


